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（訂正）「AIG は、日本における地震に関連する富士火災の将来の損失が 

AIG の財務業績にどのように影響を与えるかについての追加情報を提供」 

の一部訂正について 

 

平成 23 年３月 25 日に開示いたしました「AIG は、日本における地震に関連す

る富士火災の将来の損失が AIG の財務業績にどのように影響を与えるかにつ

いての追加情報を提供」の一部に訂正を要する箇所がありましたので、下記の

とおり訂正いたします。なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。 

 

 

記 

＜訂正前＞ 

 

（３頁目） 

（前略） 

• 第３層Ｂ：3兆 7,120 億円（453 億ドル）を超え、5兆 5,000 億円（670 億ドル）

までの部分については政府が 95%（1 兆 6,980 億円（207 億ドル）の負担）、JERC

が５%を負担（894 億円（110 億ドル）の負担） 

（後略） 

 

 

＜訂正後＞ 

 

（３頁目） 

（前略） 



 

• 第３層Ｂ：3兆 7,120 億円（453 億ドル）を超え、5兆 5,000 億円（670 億ドル）

までの部分については政府が 95%（1 兆 6,980 億円（207 億ドル）の負担）、JERC

が５%を負担（894 億円（11 億ドル）の負担） 

（後略） 

 

 

＜訂正前＞ 

 

（４頁目） 

（前略） 

従って、東北地方太平洋沖地震による JERC 出再プログラムに係る被害が 3 兆 1000 億円

（378 億ドル）を超えない場合、395 億円（4 億 8,200 万ドル）の地震保険危険準備金に

よって富士火災の負担金がカバーされるため、富士火災が JERC に対する預託金を積み増

す必要はない。 

また、仮に、3兆 1,000 億円（378 億ドル）を超える場合、富士火災は最大で 21.6 億円（2,600

万ドル）の追加的な支払いおよび責任を負担することになると予測される。 

（後略） 

 

 

＜訂正後＞ 

 

（４頁目） 

（前略） 

従って、東北地方太平洋沖地震による JERC 出再プログラムに係る被害が 3 兆 1,000 億円

（378 億ドル）を超えない場合、395 億円（4 億 8,200 万ドル）の地震保険危険準備金に

よって富士火災の負担金がカバーされるため、富士火災が JERC に対する預託金を積み増

す必要はない。 

また、仮に、3兆 1,000 億円（378 億ドル）を超える場合、富士火災は最大で 21.6 億円（2,600

万ドル）の追加的な支払いおよび責任を負担することになると予測される。 

（後略） 

 

 

以上 


